
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県健康福祉部障がい者支援課 

◆ 障がい者差別解消推進員に寄せられた相談（総数）：390件 

うち、障がい者差別、合理的配慮の不提供、差別解消法に関する相談件数：173件 

 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 合計 

相談件数（件） 57 79 37 173 

◆ 障がい当事者団体からの条例制定要望 

○ 長野県障がい者社会参加推進協議会 

（身体障害者福祉協会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者協会、 

肢体不自由児者父母の会連合会、手をつなぐ育成会、精神保健福祉会連合会） 

○ 長野県身体障害者福祉協会 

○ 長野県視覚障害者福祉協会 

○ 長野県障害者運動推進協議会  ほか 

◆ 障がい者に対する理解不足（長野県障がいのある方の実態調査（H29.8）より） 

○ 「自分の障がいに対して理解がされていないと感じた」･…54.0％ 

○ 「障がいがあることで、困ったり嫌な思いをした経験がある…51.0％ 

Ⅱ 現状（相談件数、障がい当事者団体等からの要望及び実態調査結果） 

障がい者への理解及び共生社会実現のための県条例の必要性について 

 

≪あるべき社会≫ 

○ 「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな 

がら共生する社会の実現」（障害者基本法 第一条） 

≪国の動き≫ 

○ 障害者基本法の改正をはじめとする国内法を整備（差別禁止規定に合理的配慮の提供を追加） 

○ 障害者の権利に関する条約を批准（H26.1） 

○ 障害者差別解消法の施行（H28.4.1） 

≪長野県での取組状況≫ 

○ 障がい者差別解消推進員の配置（H28.4～） 

○ 周知・啓発 

  ・障がい者差別解消推進員による出前講座 

  ・「信州あいサポート運動」による障がい者理解の推進 

  ・「ヘルプマーク」配付による障がい者への援助・配慮の支援 

  ・市町村・県職員を対象とした研修会の実施 

○ 障害者虐待防止・差別解消連携会議の設置（H28.7） 

○ 「職員対応要領」の策定（H28.1） 

 

 

４. 他県の条例制定状況 

○ 34都道府県で条例制定済（Ｈ31.4.1現在） 

Ⅰ 背景（社会的背景） 

※ 173件以外の相談内容は、障がい者差別以外の相談（一般的意見、不平・不満 等） 
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① 長野県の行政活動の指針として、「障がい者共生社会づくり」を宣言 

② 条例制定による県民及び事業者等の障がい者への関心の高まり 

③ 障がい者と障がいのない人との理解の促進、交流機会の拡大のきっかけ 

④ 事業者の自主的な改善を期待することが困難な案件等に対し、あっせん、勧告等によ 

る実効性の確保が図られる。 

Ⅴ 条例制定の効果 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第 14条 国及び地方公共団体は、（中略）紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要

な体制の整備※を図るものとする。 

※体制の整備：既存の相談機関（法務局等）等を活用した対応 

 紛争解決手続きについて、具体的な規定がない  

相談窓口で対応してもなお、事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等については、 

あっせん、勧告等による実効性の確保が必要となるが、あっせん等の調整を行う機関の設置について 

具体的に明記されておらず、現状では調整を行うことができない。 

（県において、あっせん等調整を行う場合は、条例に基づいた体制の整備が必要） 

Ⅲ 現状の法制度の問題点 

≪県としての方向性の明確化≫ 

○ 共生社会の実現に向けた流れを一層確実なものとする必要がある。 

○ 県全体で、連携・協力の輪を広げながら、理解を広めていく必要がある。 

≪障がいのある人が感じる「生きづらさ」の解消≫ 

 ○ 理解不足に起因する差別的対応や合理的配慮の不提供事案の解消 

Ⅳ 条例の必要性 

≪共生社会の実現に向け、県民に障がい者理解、障がい者への配慮を促進する条例≫ 

Ⅵ 条例に対する長野県の考え方 



障がいの有無にかかわらず誰もが暮らしやすい 
共生社会づくりに関する意見を募集します！ 

長野県 健康福祉部 障がい者支援課 

  県では、障がいの有無にかかわらず、誰もがお互いを理解し、尊重し、支え合い、暮らしやすい社会 

づくりを進めるため、「長野県障がい者共生社会づくり条例（仮称）」の

制定に向けた検討を行っています。 

 つきましては、県民の皆様から「共生社会」の実現に向けたご意見 

（条例に望むこと、共生社会に必要な施策 等）を広く募集します。 

 たくさんのご応募、お待ちしています！ 

 （お寄せいただいたご意見を参考に条例に盛り込むべき事項等について検討いたします。） 

１ 募集対象 長野県にお住いの方又は長野県に所在する事業者、団体等 

２ 募集期間 令和元年７月８日（月）から令和元年 10月 31日（木）まで 

３ 応募方法 

 《パソコン、スマートフォンからの応募》 

   以下URLの入力フォームから応募してください。 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3904 

 

 《電子メールでの応募》 

   以下のメールアドレスに送信してください。 なお、件名は「条例に関する意見応募」としてください。 

    メールアドレス  s-kaisho@pref.nagano.lg.jp 

 《FAXでの応募》 

   以下の FAX番号に応募用紙を送信してください。 

    FAX番号 026-234-2369 

 《郵送での応募》 

   以下の住所に応募用紙を郵送してください。 

    〒380-8570 （県庁専用の郵便番号のため住所は書かなくても届きます） 

    長野県庁 障がい者支援課 社会生活係 あて 

※ 上記以外の方法による応募を希望される方は、当課までご相談願います。 

障がい者支援課 社会生活係  連絡先 電話 026-235-7101（直通） 

４ その他 

   お寄せいただいたご意見に対しての個別の回答はいたしません。  

また、応募用紙等は返却しませんので、ご了承ください。 

※条例の検討状況はこちらをご覧ください。 

   https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shisaku/shingikai-bunkakai.html 

 
応募用紙は裏面にあります。 

mailto:s-kaisho@pref.nagano.lg.jp


 

  
 

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

※当てはまるものに☑印（又は■）を付けてください。 

【郵送での応募】 

  応募用紙を以下の住所に郵送してください。 

送付先 〒380-8570（住所は書かなくても届きます）  

長野県 健康福祉部 障がい者支援課 社会生活係 あて 

【ファックスでの応募】 

ファックスで応募の場合は、このまま送信してください（送信票不要です） 

ファックス番号 026-234-2369  
 

（例）障がいのある人とない人との交流機会が増えるような条例にしてほしい。 等 

・ 

記
入
者
情
報
（ 

任
意 

） 

年齢 □10代以下  □20代  □30代  □40代  □50代  □60代以上 

性別 □男性   □女性  

□障がい当事者 

□障がい者支援者（家族、支援者、福祉団体、福祉施設等） 

□事業者 

□上記以外の方 

 長野県障がい者共生社会づくり条例（仮称）に関する 

意見応募用紙 
 
「長野県障がい者共生社会づくり条例（仮称）」に望むこと 


